


　今年も行政書士制度広報月間（１０月）

がやってきます。例年、本会も支部も街

頭無料相談会を中心に各種イベントを開

催してきたところ、今年は新型コロナ

ウィルス（ＣＯＶＩＤ－１９）感染拡大の影響を受け、大き

く方針転換せざるを得ません。しかし、行政書士制度を広く

知っていただくために何が効果的なのか、もう一度よく考え

るチャンスでもあります。

　街頭無料相談会の場合、相続・遺言に関する相談が大半を

占め、主に一般市民を対象とした広報・相談事業になってい

ます。報酬額統計調査では、事業者向けの業務が件数上位に

名を連ねているにもかかわらず、そのような相談はほとんど

ありません。

　今年度の事業予算額で、最も大きいのが広報部、次が相談

部です。これらを最重要事業と位置付けているからです。貴

重な会費収入等を活用し、いかに最大の成果を上げるか、知

恵を絞っているところです。

神奈川県行政書士会会長　田後隆二
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理事会開催報告
日　　時　令和２年６月２４日（水）１５時３０分〜１６時４３分
場　　所　本会大会議室　
出席者数：３０名（理事会構成員定数３１名）
出　席　者
　会　長：田後隆二
　副会長：石川房治、村上敬隆、平野公平、堀川幸夫、大和めぐみ　
　常務理事：納谷次弘
　理　事：�粂智仁、南勲、飯田弘樹、荒木克成、小川恵一、村上崇文、向川潔、伊達佳弘、�

大野佐由理、岡本祐樹、下川原孝司、竹中義久、笠間由美子、佐藤慎一、大菊明、�
蛭川奈美、町田緑、廣瀬聖、我妻敦、阪西貴子、坂下美智夫、池上嘉一、笹森浩史

　オブザーバー：本間潤子支部長会幹事
　事務局：（兼）納谷次弘事務局長、加藤岡政彦事務局次長　　　
　欠席者：�赤澤師明理事、青木弘子監事、渡邊秀夫監事、加藤幹夫政治連盟会長、�

田中誠支部長会代表幹事

議　　決　　事　　項
（１）会員の罹災に関する給付（案）について

協　　議　　事　　項
（１）会員の処分について
（２）神奈川県行政書士会職務上請求書の取扱いに関する規則の一部改正（案）について
（３）苦情処理委員会の委員の委嘱について

報　　告　　事　　項
（１）令和２年度日行連定時総会（書面議決）の実施について
（２）令和２年度日行連定時総会における会長表彰受賞者について　　
（３）令和２年度行政書士試験について
（４）会員の状況について
（５）年間スケジュールについて
（６）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
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理事会開催報告
日　　時　令和２年７月２２日（水）１５時３０分〜１６時４５分
場　　所　本会大会議室　
出席者数：３０名（理事会構成員定数３１名）
出　席　者　
　会　長：田後隆二
　副会長：石川房治、村上敬隆、平野公平、堀川幸夫、大和めぐみ　
　常務理事：納谷次弘
　理　事：�粂智仁、南勲、飯田弘樹、荒木克成、小川恵一、村上崇文、向川潔、伊達佳弘、�

大野佐由理、岡本祐樹、下川原孝司、竹中義久、笠間由美子、赤澤師明、大菊明、�
蛭川奈美、町田緑、廣瀬聖、我妻敦、阪西貴子、坂下美智夫、池上嘉一、笹森浩史

　オブザーバー：渡邊秀夫監事、加藤幹夫政治連盟会長、田中誠支部長会代表幹事
　事務局：納谷次弘事務局長、加藤岡政彦事務局次長
　欠席者：佐藤慎一理事、青木弘子監事

議　　決　　事　　項
（１）会員の処分について
（２）神奈川県行政書士会職務上請求書の取扱いに関する規則の一部改正（案）について
（３）苦情処理委員会の委員の委嘱について

報　　告　　事　　項
（１）日行連総会の報告について
（２）行政書士試験の対応について
（３）Ｗｅｂ会議システム等の導入に関する提案について
（４）一斉メール送信システム等の導入に関する提案について
（５）会員の状況について　
（６）年間スケジュールについて　　
（７）各部・委員会・ＷＧ等活動報告について
（８）令和３年度予算要望ヒアリングについて
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２０２１年版行政書士手帳 
購入申込書

　日本行政書士会連合会では「２０２１年版行政書士手帳」の作成準備をすすめています。
　手帳の案内は、月間「日本行政」９月号に掲載されますが、購入ご希望の方は、下記注文書にご記
入の上、ＦＡＸにて事務局へお申し込み下さい。
　代金は、事務局にて受取を希望の方は手帳と引き替えに、郵送希望の方は手帳代＋送料をゆうちょ
銀行の口座へのお振込みにてお支払いください。入金が確認できしだい送付いたします。なお、振込
手数料は、各自ご負担願います。
　
　　頒 布 予 定　：　１１月下旬以降の予定
　　
　　振　込　先　：　ゆうちょ銀行　�記号番号　００２６０−８−５６１７�

口座名義　神奈川県行政書士会

　　価　　　格　：　１,１５０円（消費税込み）　※合計　１,２５６円（送料込み）

　　送　　　料　：　�１冊　１０６円　特約ゆうメールにて送ります。�
２冊以上の送料については、事前に事務局までお問い合わせ下さい。

　　手帳の仕様　：　�表　紙：ビニールシート　黒�
サイズ：１６９㎜×８３㎜�
内　容：�（分冊方式）�

＊ダイヤリー編（月間・週間計画表）�
＊法　規　編（行政書士法、行政書士必携、その他関係法令等）�
＊アドレス編

ＦＡＸ　０４５−６６４−５０２７
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

会員番号（４桁） 氏　　名 希望冊数

　 　 　　　　　冊

支部名／電話番号 受　取　方　法

　　　　　　　　　支部 □　事務局受取
□　配送（送料は上記参照）

２０２１年版「行政書士手帳」注文書
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総務部◀◀◀

劇団四季「キャッツ」観劇会のご案内
主催者　神奈川県行政書士会　会長　田後隆二

企　画　神奈川県行政書士会総務部　　　　　

令和２年度福利厚生事業の第１弾！！
　 劇 場 ロ ビ ー か ら つ づ く 扉 を 開 け る と ､ そ こ は
『キャッツ』の世界。
　客席と舞台とが一体になった都会のゴミ捨て場が広
がっています。　
　一歩足を踏み入れれば、まるで自分も猫になった
ような錯覚を抱き､あなたはあっという間に“キャッ
ツ・ワールド”の住人となることでしょう。

　会員の皆様並びにご家族のご参加をお待ちいたして
おります。

　なお、参加希望者が多数と予想されます。
定員を超えた場合には、抽選とさせていただきますの
で、よろしくお願いたします。
※申込締切日　令和２年１０月２８日（水）

日　時：令和３年１月１６日（土）
　　　　１３時００分開場　１３時３０分開演
場　所：キャッツ・シアターＪＲ大井町駅下車
費　用：おとな ６, ５００円（通常１１, ０００円）
　　　　ご同伴も同額です。
　　　　こども ３, ５００円（通常５, ５００円）
　　　　（３歳以上小学校６年生以下）
定　員：１００名様（応募多数の場合抽選）

　インターネット（研修・イベントのページ）からの
お申し込みの際は必ず、備考欄へ同伴者の有無（人
数）と当日のご連絡先（携帯電話番号）をご記入くだ
さい。

　参加が決定された方には、後日振込みのご案内をい
たします。

切り取らずにお申込ください。

・・・お申込書・・・
お申込み番号：厚２０−０１

氏　名　　　　　　　　　　　　　 会員番号 □ □ □ □
支部名　　　　　　　　　　　　　支部

同伴者がある場合　　　　　　　名（大人　　　名／子供　　　名） 

※３歳未満は入場できません。

電　話　　　　（　　　　）　　　　　　ＦＡＸ　　　　（　　　　）　　　　　　

携　帯　　　　（　　　　）　　　　　　

ＦＡＸ　０４５−６６４−５０２７
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神奈川県行政書士会の皆様へ 
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月～土曜日１０：００～１８：００
（日・祝日及び ～ は休業）

 

お電話でのお問合せ・ご予約はセラヴィリゾート泉郷予約センターまで 
 

インターネットでのご予約は（初回のみ登録が必要となります。）

ｓ ＜ パスワード ＞ 
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広報部◀◀◀

令和２年　行政書士制度広報月間の取組について

　毎年１０月は「行政書士制度広報月間」として、神奈川会での大きな行事としては、横浜そごう地
下１階の新都市プラザで、大規模相談会「行政書士フェスタ」を開催しておりました。しかし本年
は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、現在も収束していない状況を考慮して、「行政書士フェス
タ」は中止することといたしました。
　そこで今年度の行政書士制度広報月間は、マスコミを通じた広報活動を中心に以下の取組を行いま
す。（いずれも本稿出稿時点での予定です。変更の可能性もあります）

▼１０月９日（金）　FMヨコハマに田後隆二会長出演
　１０月９日（金）午前１１時ごろから、FMヨコハマに田後会長が出演いたします。出演する番組
は「Lovely�Da♡」の中で放送されている「藤田優一の街角リポート」のコーナーです。

▼１０月上旬　読売新聞神奈川版に広告掲載
　１０月上旬に読売新聞に神奈川県行政書士会の広告が掲載されます。神奈川会における各種相談事
業の案内が掲載される予定です。

▼１０月上旬　各地域のタウンニュースに記事掲載
　１０月上旬に各地域のタウンニュースに、各支部の支部長インタビューとともに、各支部の取組、
行政書士制度の紹介が掲載されます。

▼１０月１日　神奈川県行政書士会、一般向けホームページ全面リニューアル
　行政書士会の一般の方向けホームページを全面リニューアルします。業務紹介を最新の法令に即し
た情報にあらためるほか、スマートフォンやタブレットなどでも見やすいホームページに改めます。

▼１２月４日発行　高校生向け季刊紙「H！P」（神奈川新聞社発行）に記事掲載
　県内の公立・私立高校２５６校で配布されるタブロイド紙に、行政書士業務を紹介する記事が掲載
されます。次世代を担う高校生に、行政書士の業務を知って頂き、興味を持って頂けるような記事と
なる予定です。



行政書士 かながわ 2020.9/10 Vol.264

各部情報掲示板

8

各部情報掲示板

8

企画部◀◀◀

【セーフティネット住宅登録制度について】

　セーフティネット住宅とは、高齢者・障害者・子育て世帯・低所得者等の住宅確保要配慮者に対し
て、法律に基づき円滑な入居支援を行う、県に登録された住宅のことです。登録された住宅は、広く
情報提供されて住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人に入居を申し込めるシステムです。
　神奈川県のセーフティネット住宅登録は、「公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会」が県な
どからの指定を受けて行っております。
　神奈川県行政書士会では、システム入力が難しい申請者に対して神奈川県居住支援協議会の依頼に
より、システム入力代行などの申請書作成に関する支援を行っております。
　神奈川県行政書士会会員の皆様におかれましては、アパートなどの空室等をお持ちの大家さんで、
セーフティネット住宅登録制度へのご興味をお持ちの方が周りにいらっしゃいましたら、ぜひこちら
の制度をご紹介いただければ幸いです。
　制度詳細等は「セーフティネット住宅情報提供システム」（https://www.safetynet-jutaku.jp/）に
て確認できます。

【『空き家にしない「わが家」の終活ノート』頒布のお報せ】

　神奈川県行政書士会が参加している空き家問題対策分科会では、国土交通省「空き家対策の担い手
強化・連携モデル事業補助金」を活用して、空き家予防を目的に“住まい”に重点を置いたエンディ
ングノートとして『空き家にしない“わが家”の終活ノート』
を作成しました。
　この終活ノートを希望される神奈川県行政書士会の個人会員
に、先着順で１人当たり２冊まで配布いたします。（頒布冊数
は３５０冊です。無くなり次第終了）
　希望者は、在庫の有無を確認のうえ、神奈川県行政書士会事
務局にご来局いただくか、郵送をご希望の方は、〔終活ノート
希望、希望冊数（２冊迄）、会員番号（４桁）、所属支部名、
事務所の所在地、会員名〕を明記したメモ書きと、郵送料分の
切手（１冊：２５０円、２冊：３９０円）を貼った宛先明記の
返信用封筒〔角型２号封筒（縦３３㎝×横２４㎝）又はレター
パック〕を同封の上、神奈川県行政書士会事務局に、お申込み
ください。なお、『空き家にしない「わが家」の終活ノート』
は、以下からダウンロードできます。
http://www.machikyo.or.jp/kyojyushien/bukai/shien/akiya/note_202002.pdf
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セーフティネット住宅 

登録募集のご案内 

不動産業者・賃貸住宅のオーナーの皆様へ 

お持ちの賃貸住宅の空き室等※1を「住宅確保要配慮者※2

の入居を拒まない賃貸住宅」（セーフティネット住宅）

として県などに登録し、有効活用する制度です。 

登録制度のイメージ図 

※１ 新築住宅でも、入居中でも可能。また、1室からでも、戸建て 1棟でも可能です。 

※２ 住宅確保要配慮者…低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人などのこと。 

神奈川県など 

高齢者の入居を受け入れる

住宅として登録しよう！ 

高齢者でも入居できる

賃貸住宅を探そう！ 登録 
 

情報提供 
 

マッチング 
 

オーナー 要配慮者 

 

国による、改

修費補助の

経済的支援 

居住支援協議

会や居住支援

法人等※によ

る、入居相談な

どの居住支援 

※居住支援協議会…地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等で構成されており、住宅確保要配慮者が

賃貸住宅に円滑に入居できるよう活動を行っています。 

居住支援法人…地域で居住支援の活動に取組む法人として、県が指定する法人です。 

住宅確保要配慮者を受け入れる専用の住宅とするなど、一定の要件を満たした

場合、１戸あたり最大１００万円の改修費（バリアフリー化・耐震改修、シェア

ハウスへの改修など）への補助を受けることができます。 

HP「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」http://snj-sw.jp/ 

 

登録のメリット 

①国のホームページにより広く紹介 

HP「セーフティネット住宅情報提供システム」 

http://www.safetynet-jutaku.jp/ 
 
②国からオーナーに対する改修費補助 

登録料 
無料 
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○床面積が原則２５㎡以上であること（シェアハウスは別基準） 

○一定の耐震性を有すること 

○台所、便所、収納、浴室等があること 

○周辺の家賃相場と均衡を失しないこと 等 

公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会 

（指定登録機関及び神奈川県居住支援協議会事務局） 

［住所］〒231-0011 横浜市中区太田町 2-22 神奈川県建設会館 4F 

［TEL］045-664-6896 ［FAX］045-664-9359 ［HP］http://www.machikyo.or.jp/ 

［受付時間］月～金曜日（祝日を除く）９時～17時（１２～１３時を除く） 

発行 神奈川県県土整備局住宅計画課［TEL］045-210-6557 令和２年 6月 

※登録基準等は、登録しようとする住宅の所在地によって異なる場合があります。制度全般に

関するご質問等は、下記までお問合せください。 

Q ＆ A 

Q．登録した住宅には、住宅確保要配慮者でないと入居できませんか。また、住宅
確保要配慮者はすべての対象を受け入れなければいけませんか。 

A．住宅確保要配慮者でない方も入居できます（改修費補助は受けられません）。 
 また、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の対象は選択することができます。 
 （高齢者のみ受け入れるなど） 
 

主な登録基準 

Q．家賃滞納など、住宅確保要配慮者の入居に不安がありますが、居住支援協議会

や居住支援法人等による居住支援にはどのようなものがありますか。 

A．入居に係る情報提供・相談、安否確認、家賃債務保証などの支援があります。 

登録方法・お問合せ窓口 

神奈川県内の住宅の登録は、「公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会」で行っています。 

登録については、国の HP「セーフティネット住宅情報提供システム」において申請書の作成を行って

いただきます。 http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/apply.php 

（検索キーワード：「セーフティネット住宅 登録事業者」） 

なお、システムへの入力が難しいという方は、神奈川県居住支援協議会（協力：神奈川県行政書士会）に

申請書の作成をご依頼（令和 3 年１月２9 日（金）まで）いただくことも可能（費用無料）です。   

登録の手続き等の詳細及び申請書作成のご依頼については、下記までお問合せください。 

  

住宅の所在地 担当課 連絡先

横浜市 横浜市建築局住宅政策課
［TEL］045-671-4121
［FAX］045-641-2756

川崎市 川崎市まちづくり局住宅整備推進課
［TEL］044-200-2997
［FAX］044-200-3970

相模原市 相模原市都市建設局建築・住まい政策課
［TEL］042-769-9817
［FAX］042-757-6859

横須賀市 横須賀市都市部まちなみ景観課
［TEL］046-822-8077
［FAX］046-826-0420

上記以外の市町村 神奈川県県土整備局住宅計画課
［TEL］045-210-6557
［FAX］045-210-8884
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建設環境部◀◀◀

《経営事項審査新規審査員募集》 

 平成２３年度から県の委託を受けて始まりました経営事項審査の審査事業ですが､会員の皆様の

ご協力、及び審査員の皆様のご尽力を賜りました結果､県から高い評価を頂き、初年度以来継続し

て本会で当事業を受託しております｡               

 本会としては受託するにあたり、行政の効率的執行に寄与することに加え､県民へ行政書士とい

う存在をアピールし、成果を会員に還元する場となることを目的としております｡この事業を継続

的に成功させるには、行政書士の社会的使命を自覚し、かつ建設業許可申請及び経営事項審査業務

に精通した審査員が必要です｡ 

現在、新型コロナウイルス対応のための郵送申請における業務量増加から、審査対応人員の不足

が生じているため、新規審査員を急遽募集いたします。 

つきましては､下記要領により募集しますので、希望される方は下記要領に従ってぜひ積極的に

お申し込みください｡ 

 

経営事項審査審査員募集要領 

１ 業務内容 

   経営事項審査の審査業務 

２ 審査業務実施期間 

   採用随時から２０２１年３月３１日まで （以後更新あり） 

   ※採用から審査員配置まで、能力に応じて教育期間を設けます。 

３ 審査日 

   県公開の経審審査日日程表の通り ※コロナ対応により変動の可能性あります。 

４ 業務時間 

   午前９時から午後５時まで（休憩 1時間） ※終了時刻は当日の状況により異なります。 

５ 審査実施場所 

   建設業課横浜駐在事務所内経審会場（かながわ県民センター４階） 

６ 審査業務担当回数 

   審査員３０名体制の場合、月１～２回程度の見込み ※月によって異なります。 

７ 応募の資格・条件 

（１）応募申込書提出期限日において、会員歴５年以上の会員 

（２）最近２年間に、経審申請書の作成及び申請の代理、代行をした経験が有る会員 

（３）上記１及び２に満たない場合でも、同等以上の能力を有すると面接により判定された会員 

（４）会員処分を現に受けてなく、会費を滞納していない会員 

（５）神奈川県内在住者である会員 

（６）行政書士賠償責任補償制度に加入している会員（未加入の場合は配置までに加入すること） 

（７）審査員研修及び指定された審査日に必ず出席できる会員（審査日の事前交代は可） 

（８）選考のための面接に必ず出席できる会員（面接日は 1次選考後に調整する） 

８ 募集人員 

   ５名 
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９ 日当の支給 

   １５，０００円／１日（令和元年度実績） 

１０ 応募方法 

    本会事務局あてにメールにてお申し込みください。 

１１ 応募期限 

    ２０２０年１０月３０日（金）【定員に達した場合、早期に終了することがあります】 

１２ 選  考 

応募された方には、申し込み後２週間以内に１次選考の結果をメールにて通知し、面接等の

詳細のご案内をさせていただきます。 

面接においては、経営事項審査の手引き（平成 28年 6月 1日版）の内容を踏まえた質疑も

させていただきますので、あらかじめ手引きは熟読のうえ、お申し込みください。 

なお、面接は、ZOOM等での WEB面接とする場合があります。対応準備をお願いします。 

 

経営事項審査審査員募集申込書 

２０２０年   月   日               ※各項目は記載必須項目です。 

 

ふりがな  

氏 名 

登録番号 

（８桁） 

会員番号 

（４桁） 

事務所所在地 

電話番号 

FAX番号 

自宅住所 

メールアドレス 

携帯電話番号 

賠償責任補償制度 □加入済 証券番号：             □未加入

 

送付先:gyosei@kana-gyosei.or.jp（本会事務局メールアドレス） 

２０２０年１０月３０日（金）１６時必着 
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民事法務部◀◀◀

令和２年度民事法務部主催第１回研修会 
（ＶＯＤ収録）　開催報告

１．日　　時：�令和２年８月６日（木曜日）�
１３：３０〜１５：３０

２．場　　所：神奈川県行政書士会　大会議室
３．表　　題：�民事信託における専門職士業と金融機関との

関わり　〜よこしん「家族信託の取組み」に
ついて〜

４．講　　師：�横浜信用金庫　ソリューション支援部�
上席推進役　岡　真澄様

５．研修内容
　上記日程において、令和２年度民事法務部主催の第１回研修会（ＶＯＤ収録）を開催いたしまし
た。本研修は、行政書士の間でも徐々に広まりつつある「家族信託」をテーマとして、横浜信用金庫
より、多数、家族信託を扱ってこられたソリューション支援部岡真澄様を講師にお招きいたしまし
た。士業が家族信託に業務として関わる場合、特に重要となる信託契約書作成上の注意点等をご講義
いただき、今後、我々行政書士が家族信託を取り扱う際に必要な知識を身に付けることを目的として
おります。
　研修の冒頭部分では、横浜信用金庫が民事信託の取り扱いを開始したきっかけと現在の運用に至る
経緯をお話いただき、立ち上げにご苦労があったことが伺われる内容でした。
　本題に入り、信託口口座の機能についてご説明いただきました。横浜信用金庫では他の金融機関と
比べて、家族信託の利用に対し、前向きな環境である旨の説明もあり、これから業務に携わる会員の
参考になるかと思います。
　次に、任意後見制度や遺言との関係についてのお話がありました。家族信託を利用する場合、ケー
スによっては、信託契約（財産管理）・任意後見（身上監護）・遺言（信託財産以外の承継）をワン
セットで作成することを勧められております。財産や家族関係から任意後見契約や遺言で十分な場合
は、家族信託を無理に利用する必要はない旨のご説明も、これから行政書士が民事信託などのご相談
を受ける上で参考になるかと思います。
　信託契約書作成の注意点については、横浜信用金庫が家族信託取り扱い開始からの現在に至るまで
の経験上、金融機関として、信託契約書で問題となる点を、その理由とともにご講義いただきまし
た。最後に総まとめをお話いただき、ＶＯＤ収録は終了しました。
　行政書士も業務として関わることができる家族信託契約について、今回は、初心者でもわかりやす
く有意義な講義であったと思います。
　民事法務部一同、今後も会員の実務に役立つ研修を開催してまいりますので、会員の皆様のご視聴
をお待ちしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　以上
☆�本研修会は、８月１３日（木）よりＶＯＤ研修として神奈川県行政書士会ホームページに掲載され
ております。詳しくはホームページ「会員専用エリア」をご覧ください。　
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国際部◀◀◀

●国際業務相談員の特殊相談対応チーム結成報告

　国際部では、国際業務に係る相談の多様化に対応するため、国際業務相談員を構成員として次の３
つのチームを組織しました。国際業務分野での行政書士の活躍及び認知度の向上のためにも積極的な
活動をして参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

①外国人材活用支援チーム
１）活動目的
　中小企業の活性化・課題解決策の一つとして「外国人材活用」という選択肢があります。外国
人材活用支援チームでは、中小企業からの問い合わせに的確にコンサルティング出来る相談体制
を構築していきます。
２）活動内容
・神奈川県産業振興センター（ＫＩＰ）が常設する「経営総合相談」への相談員派遣
・神奈川県中小企業団体中央会（神奈川中央会）が主催する企画等への講師派遣等
・中小企業支援機関との連携強化
・「外国人材活用」「技能実習」「特定技能」に関する情報取集・事例分析等

②スタートアップ・ビザ支援チーム
１）活動目的
　神奈川県では「かながわスタートアップ・ビザ」というスキームを設け、神奈川県下で創業し
たい外国人を支援しています。スタートアップ・ビザ支援チームでは、同スキームを活用して創
業したい外国人の支援・相談活動を行います。
２）活動内容
・「かながわスタートアップ・ビザ」を利用したい外国人への相談・支援
・他自治体のスキーム研究及び連携強化
・創業手続き、「経営・管理」等に関する情報収集・事例分析等

③外国籍の子どもの「在留資格＆進路」支援チーム（通称：子どもビザさぽ）
１）活動目的
　外国籍の子どもの進路・就職を考える際に「在留資格」についての検討も必要となります。し
かし、正確かつ必要な情報を得ることができず様々な壁にぶつかる子どもたちが少なくない現状
があります。そこで子どもビザさぽでは、地域の相談窓口や教育機関と連携し、この分野におけ
る相談に的確に対応できる相談体制や情報発信体制を構築していきます。
２）活動内容
・外国籍の子どもの「在留資格＆進路」に関する情報収集・事例分析
・地域や教育機関等と連携した相談会、セミナー・ワークショップの開催
・外国籍の子どもに係る教育機関等の支援者に向けた情報発信
・地域や教育機関等の連携機関との連携強化
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　この３つのチームの第一期メンバー募集は既に終了しておりますが、今後１年に１度メンバーの
募集をする予定です。募集に関する詳細は、国際業務相談員メーリングリストにてご案内致します
ので、ご興味のある方はご確認下さい。

●活動報告：「子どもビザさぽ」による高校での在留資格研修

①研修日時、場所、参加者、講師について
　令和２年８月９日（日）、東京都立府中西高等学校から依頼を受け、「外国籍生徒の進路に関わ
る在留資格理解」をテーマに、国際業務相談員の岩崎裕子会員が講師となり研修を行いました。当
日は、外国籍生徒、教職員、多文化共生スクールコーディネーター、学習支援関係者、市議会議員
等、合計２１名が参加しました。
　　
②研修内容について
　同校には１年生２０名、２年生１５名、３年生１５名の外国につながる生徒が多数在籍していま
す。外国籍の生徒たちが自分の将来、進路を考える際には、「どの在留資格だったら、どんな仕事
ができるのか」「その在留資格を取得するためには、どうしたらよいか」など、在留資格を考える
ことが大事です。
　特に、親の在留資格に紐づいた「家族滞在」の在留資格の場合は注意が必要で、このままの在留
資格では、高校を卒業後もフルタイムで就労することができません。
　そこで、本研修では平成３０年２月及び令和２年３月に入管法令の運用の改正（緩和）があり、
来日時期などの一定条件を満たした「家族滞在」で在留している子どもが、日本の高校を卒業して
就職の内定を得た場合には、週２８時間以上働くことができる在留資格（定住者や特定活動）に変
えることができるようになったという新しい情報を届けたり、一家で早めに永住許可申請ができる
かチェックしたりするのも有効な選択肢であるなどの説明をしました。
　また、子どもたちだけでなく、周囲の大人たち（親、教師や支援者など）にも在留資格の正しい
知識をもってもらうことが大切です。少しでも早い段階から子どもたちの将来について考える機会
をつくり、必要に応じて行政書士などの専門家に繋げてほしいと強調しました。
　
　参加者からは「難しい在留資格の全体像がようやく分かった」「聞きたかったことがクリアに
なった」という感想をいただき、この活動の意義・成果を実感することが出来る研修となりまし
た。
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●�注意喚起�
入管業務の業務提携に関する勧誘について

　最近、会員の事務所に対して、外国人に関する人材紹介等の業務を行う法人から、入管業務に関す
る業務提携を勧誘する電話等でのコンタクトがあるそうです。
　業務提携を行う際には、入管法及び行政書士法並びに申請取次届出時の誓約書に違反しないようご
注意ください。
　特に申請書類の作成を提携先に委託してしまうこと、申請人あるいは申請代理人から直接依頼され
てない申請を取り次ぐことは、過去に処分された例もありますので、提携内容には十分にご注意のう
えご検討ください。
� 以上　（国際部：山岸）
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表彰委員会

行政書士制度７０周年記念式典における 
補助者表彰について（ご案内）

　行政書士制度７０周年を記念して、令和３年２月２日（火）に「行政書士制度７０周年記念式典」
が開催されます。
　式典に伴いまして、【神奈川県行政書士会表彰規程　第７条の１（補助者の表彰基準）】に従い、
補助者の表彰を行います。
　つきましては、下記表彰条件に該当し、表彰を希望される補助者のご推薦をいただきたくご案内い
たします。
　表彰をご希望される場合は、以下の申込書にご記入のうえ、令和２年１０月３０日（金）までに事
務局までご提出ください。なお、締切期限を過ぎてご提出いただいた場合は表彰の対象となりません
ので、ご留意いただけますようお願い申し上げます。

【補助者表彰条件】
・過去に表彰された補助者ではないこと
・補助者自身が表彰を希望していること
・本会に「行政書士補助者設置届」を提出し、補助者登録をしている補助者であること
・本会に補助者設置の届をしてから１０年を経過していること（雇用のときからではありません）

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
　表彰を希望及び条件に該当する補助者をご記入のうえ、１０月３０日（金）までに事務局宛にＦＡ
Ｘにてご送付くださいますようお願い申し上げます。

　会員番号：　　　　　　　　会員氏名：　　　　　　　　　　　　　　
　＜ご推薦される補助者＞

（ふりがな）
氏　　名

　

　

（ふりがな）
氏　　名

　

　

　※条件に該当する限り、何名でもご推薦ください
令和２年１０月３０日（金）締切厳守

ＦＡＸ　０４５−６６４−５０２９
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研修会へのお申し込みは、ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈総務部〉� 研修会申込番号：下記日程欄に記載しております　

総務部主催研修会の開催について

内 容 「行政書士法及び職務上請求書の取扱いについて」
（※神奈川県行政書士会「職務上請求書の取扱いに関する規則」第３条に定める研修会となります。）

日 時
（ 予 定 ）

①　令和２年　９月２８日（月）研修会申込番号：総２０−０９
②　令和２年１０月２６日（月）研修会申込番号：総２０−１０
③　令和２年１１月２７日（金）研修会申込番号：総２０−１１
いずれも、１３：３０〜１６：００（受付：１３：００）�
　※都合のつく開催日にご参加ください。

場 所 本会　大会議室（横浜市中区山下町２番地）

講 師 総務部長　粂　智仁

費 用 無料

申込期限 準備の都合上、各開催日の１週間前までに、事務局宛にお申込みください。

対 象 者
職務上請求書購入にあたっての義務研修ですので、現に職務上請求書を使用中の
会員、今後使用予定の会員で未受講の方はご参加ください。

定 員 ４０名（申し込み先着順）

備 考

会員専用ＨＰからのお申込みにご協力ください。
遅刻をされた場合、未受講となることがございますので、ご注意ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合がございます。
受講の際は必ず会員専用ＨＰをご確認の上、ご来場ください。

切り取らずにお申込みください。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -　申 込 書　- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

総務部主催研修会　（　　①　　②　　③　　）に出席します。�
　　　　　　　　　　※いずれかに丸印を付けてください。

令和　　年　　　月　　　日
　研修会申込番号：総　　　−　　　� 会員番号（４ケタ）：　　　　　　　　　　

　支部名：　　　　　　　　　　支部� 氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　
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研修会へのお申し込みは，ホームページからのご利用にご協力ください。

研 修 会・
講演会名

〈研修部〉� 研修会申込番号：研２０−０１　

「令和２年度　新入会員実務研修会」の開催について

内 容

【＊１日目】令和２年１１月１９日（木）＠大会議室
　①１０：００〜１１：４５　開業ガイダンス
　　（前半５０分）行政書士会の組織案内等　講師：飯田弘樹　法規監察部長
　　（後半５０分）依頼者から寄せられる苦情　講師：南勲　苦情処理委員長
　②１２：４５〜１４：００　行政書士業務の紹介　講師：長谷川幸子　相談役
　③１４：１５〜１６：４５　事務所経営論　講師：本会各業務部部長等
【＊２日目】令和２年１１月２０日（金）＠大会議室
　④１０：００〜１１：４５　遺言相続・成年後見　講師：伊藤友貴　部員
　⑤１３：００〜１４：４５　国際業務　講師：大神和己　部員
　⑥１５：００〜１６：４５　建設業　講師：蒲谷渉　部員
　≪＊懇親会（第２日目終了後）≫
　１７：３０〜２０：００　＠（会場未定）　／会費　５千円程度

場 所 本会大会議室（横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル７階）

費 用
【研修会】無料
【懇親会】５千円程度（懇親会費は、研修会第１日目にお支払いください）

定 員 先着３０名

申込方法

・本会ホームページ上でのお申込のみ
　　（ＦＡＸや電話での申込受付は行いませんのでご注意ください）
・申込開始は、１０月１日（木）午前９時から
　　　　　　　（申込〆切は、１１月１日（日））

ご 連 絡 定員となり次第、参加の可否につき、メールにてご連絡します。

対 象 者

●　�平成２９年１月１日以降に入会した神奈川県行政書士会会員�
（新入会員実務研修会に初めて参加する会員を優先）

●　上記の他、特に受講を希望する会員
●　原則として、全科目（２日間）を受講できる会員

備 考

・�新型コロナウイルス感染症等の影響により、研修会や懇親会開催につき、変
更・中止とする可能性があります。その際は、メールにてご連絡します。
・�研修会及び懇親会においては、受付にて検温を行います。３７．０�度以上の
方、咳等により体調不良であるとスタッフが判断した方については、参加をお
断りしますので、予めご承知おきください。
・マスク着用や手指消毒へのご協力もお願いいたします。
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【かわみ勉強会・あさぎ勉強会】

　川崎南支部では月１回、川崎市川崎区と幸区
の区役所相談の事例を共有・考察する“かわみ
勉強会”、年４回、テーマを決めて講義を行う
“あさぎ勉強会”を開催しています。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響で４
月と５月の勉強会は全てお休みとなりました
が、６月３日（水）に川崎市教育文化会館で３
カ月ぶりに“かわみ勉強会”が行われました。

検温中

　勉強会の出席者は
入場前に検温を行
い、誓約書に体調を
記入していただき、
自己責任で出席しま
す。

　入口にはマスクと
消毒液を用意。

　広めの会場を使用して、席は１つ空けてソー
シャルディスタンスを保って座ります。
　これを“かわみ方式”と名付けました。

　今回は新人会員の出席が多かったので、最初
に新人のみなさんに自己紹介をしていただきま
した。今年は５月９日の支部総会も執行部のみ
で行いましたので、初めてお会いした方も多
かったと思います。

　新型コロナウイルス感染症の影響で区役所の
相談会もお休み中（※）のため、皿嶋支部長が
相続、遺言に関するお話を、実例を交えてお話
ししてくださいました。
　「条文を読みましょう！」という支部長の呼
びかけで、今回の出席者はみんな六法を持って
集まり、条文を読みながら勉強を進めました。

　“かわみ勉強会”は７月１日（水）にも行わ
れました。これからも“かわみ方式”で安全に
勉強会を続けていく予定です。
（※）区役所の無料相談会は、現在は電話での
相談を行っています。

　７月１６日（木）は同じく川崎市教育文化会
館で“あさぎ勉強会”が行われました。
　今回は幅広い行政書士業務をされている新井
先生に“成年後見の初歩実務”と題して講義を
いただきました。
　成年後見実務はどのような流れで行うのか、
成年被後見人とどのように向き合っていくのか
など、ご自身の経験も交えてリアルな現場のお
話をしていただきました。
　特に、これから成年後見業務を行おうと考え
ている方には大変ためになる講義でした。詳細
な資料もご用意いただいた新井先生、ありがと
うございました。

ソーシャルディスタンス

川崎南支部
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　川崎南支部はこれからも、新型コロナウイル
ス感染症に細心の注意を払いながら「実務に役
立つ勉強会」を続けてまいります。
� （厚生部　安達郁子）

令和２年度�
� 旭支部定時総会（大会）について

　新型コロナウイルス感染拡大防止策として当
初５月に予定していた支部定時総会・同政治連
盟大会をようやく以下のとおり開催することが
できました。
　
開催日時：�２０２０年６月２７日（土）�

１５：００〜１６：００
開催方法：ＷＥＢ会議（ｚｏｏｍ使用）
参加人数：�会員数７８名のうち１８名（ＷＥＢ

会議参加者）委任状を含めると定時
総会は６５％、政連大会は７５％と
いずれも定足数を満たす参加率とな
りました。

議事内容：�総会、大会とも昨年度の実績報告と
今年度の行事計画の提案。議案は満
場一致で支部会員のご承認をいただ
きました。

　感染防止策を考えた場合、会場設定や会議方
法などどうしてもいわゆる「３密」を回避しな
がらの開催には無理があります。しかし、年に
一度の重要な総会（大会）。会員の皆さんの顔
を見ながら忌憚の無いご意見もお伺いしたいと

言うのが役員会の本音です。
　役員会で検討を重ねた結果、ＩＣＴスキルに
不安が残るが「ＷＥＢ会議方式なら可能性はあ
る」とのことで支部長が開催を決断。以下の手
順で開催しようと言うことになりました。

　まずは役員会そのものをＷＥＢ会議でやって
みる。役員ができれば会員は大丈夫と言う読み
です。また、希望者には事前に操作研修も準備
しました。（操作研修は２回実施。）
　役員会、操作研修とも序盤で若干トラブルが
あったものの何とか実施はできました。
　６月２７日、総会（大会）本番。何があって
も良いように会員の皆さんには開催時間の３０
分前からアクセスできるようにしたのですが、
この３０分がまさに功を奏しました。
　序盤に予想されたバタつきはこの３０分で解
消。総会（大会）そのものは滞りなく開催でき
ました。

【令和２年度�
� 戸塚支部臨時総会開催報告】

　令和２年８月８日（土）午後３時より、令和
２年度神奈川県行政書士会戸塚支部臨時総会
が、Ｗｅｂ会議サービス（Ｚｏｏｍ）を利用し
て開催されました。
　
　総会について、本来は「令和２年度戸塚支部
定時総会」として令和２年５月３０日（土）の
開催が予定されていましたが、新型コロナウイ

旭支部

戸塚支部
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ルスの影響により支部規則に定められた期限内
の開催を断念したため、今年度は定時総会に代
えて本臨時総会が執り行われました。
　今回は初のＷｅｂ会議サービスによる開催で
あったため、事前に２度にわたる接続・作動テ
ストの機会を設け、会員の皆様に広くご参加い
ただけるように、できる限りの準備を行いまし
た。

　総会当日は、議事に先立ち物故会員に黙祷が
捧げられ、新入会員による挨拶、支部長による
挨拶と続きました。その後、司会により本総会
が有効に成立していることが報告され、開会が
宣言されました。
　第１号議案「令和元年度事業報告」、第２号
議案「令和元年度収支決算報告」、第３号議案
「令和２年度事業計画案」、第４号議案「令和
２年度収支予算案」が、質疑応答の後、いずれ
も可決承認されました。
　
　Ｗｅｂ会議サービスの利用環境の違いから、
音声のみで参加する会員もありましたが、採決
を柔軟な方法で行うことで、全ての審議が滞り
なく進み、令和２年度戸塚支部臨時総会は無事
に閉会しました。

【神政連戸塚支部�
� 臨時支部大会　開催報告】

　臨時支部総会に引き続き午後４時１０分よ
り、同様の方法で神奈川行政書士政治連盟（神
政連）戸塚支部臨時支部大会が開催されまし
た。

　司会による開会の宣言の後、第１号議案「令
和元年度支部活動報告」、第２号議案「令和２
年度事業計画案」が滞りなく可決承認されまし
た。続いて、第３号議案・支部活動についての
要望（ヒアリング）がなされ、会員からの提言
を契機に活発な意見交換が行われました。最後
には水野晴夫日行連副会長より日行連の活動の
現況等についてお話しいただき、盛況のうちに
閉会しました。

　閉会後は、例年開催される懇親会がないこと
を惜しむ声もありましたが、Ｗｅｂ会議サービ
スを終了して散会となりました。
� （広報担当　木村　紘一郎）

寒川町長表敬訪問

　湘南支部は、令和２年８月４日（火）１３時
３０分より、支部管内の寒川町役場にて、木村
俊雄町長への表敬訪問を行いました。
　当支部からの出席者は、我妻敦支部長、渡辺
和也副支部長、須田一行副支部長、齋藤優允広
報部長の４名です。まずは、木村町長と当支部
からの出席者との記念撮影が行われ、その後に
木村町長や町民部長らとの懇談が始まりまし
た。
　話題の中心はやはり、流行が続く新型コロナ
ウイルス感染症に関することでした。
　木村町長からは、飲食店などの小規模事業者
への支援等、新型コロナウイルス感染拡大によ
る影響で困っている町民や事業者に対して町が
実施している対策や、町の現状についてお話を
いただきました。
　我妻支部長は、県内の他の市町村と行政書士
会の各支部が連携して行っている新型コロナウ
イルス感染症に関する補助金や給付金について
の相談等の取り組みや、１０月に当支部主催の

湘南支部
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無料相談会を町で実施する計画について説明
し、町長らに行政書士会やその支部の活動につ
いて十分にアピールしました。
　また、当支部は、町役場で実施している公的
無料相談の利用者がコロナ禍の下でも対面で安
心して相談できる環境作りへ少しでもお役に立
てればとの思いから、今回の訪問に際して、相
談会場で使用できるアクリルパネルを町に寄贈
することにし、我妻支部長が木村町長に直接手
渡しする場面も。最後に、町長からわれわれ行
政書士のさらなる活躍への期待のお言葉をいた
だき、和やかな雰囲気の中、訪問は３０分ほど
で終了しました。
　当支部では、今後も行政と連携し、市民の皆
様のお役に立てるよう活動を続けて参ります。

業務研修会　相談員ガイダンス

　令和２年７月２７
日（月）、ユニコム
プラザさがみはら　
セミナールームに
て、相模原支部業務
研修会が開催されま
した。研修内容は、
本年２月に開催予定
であった相談員ガイ

ダンス——相模原支部に登録して日の浅い会員

を対象にした、各区役所において市民相談を受
ける際に留意する点や相談業務のポイント、災
害時の相談についての解説——でした。
　冒頭に役員の方々の挨拶をいただいた後、研
修が始まりました。
　まず、相談部長の横山正直先生より、市民相
談で相談員が心掛けなければならない基本的な
視点や相談の流れをご説明していただきまし
た。相談担当者は、丁寧な対応を心掛け、相手
の立場に立って根気よく説明を聴き、適宜質問
をするなどして正確な情報収集をすることに
よって、初めて的確に対応ができるということ
でした。新人にも分かり易い研修資料も配布し
ていただき、よく理解することができました。
研修以前、『相談員』に対し抱いていた不安
も、お話を聞いた後にはすっかりと解消され、
今後の心構えができました。

　後半は、休憩をはさみ、相模原支部長の若林
美佳先生より、災害時の相談についてご説明し
ていただきました。相模原市緑区では、前年の
台風１９号により甚大な被害を受けました。当
時の対応や災害相談の様子を具体的にお話いた
だきました。災害相談のマニュアルや資料な
ど、何もない状態からのスタートだったため、
一つ一つ模索しながらの大変さ。また、被災者
である相談者の方々は、どこに相談したらいい
のかわからず、たらいまわし状態で、大変疲れ
たご様子だったそうですが、相談後はほっとし
た表情で帰られる姿をみて、やりがいや支援の
重要性を感じたことなどお話いただきました。
近年、日本では豪雨や台風による被害が多発し

相模原支部
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ているため、このような非常時に相談や支援が
できる行政書士でありたいと強く感じました。
　最後に、今回の研修会では、受付時の検温に
はじまり、手の消毒、人と人の間隔の確保や休
憩中の換気等、感染症防止対策を徹底して行っ
ていただき、安心して参加することができまし
た。また、新人会員の私にとって、大変勉強に
なる有意義な時間を過ごすことができました。
お忙しい中にもかかわらず、対策、準備してく
ださった先輩方に、この場を借りて改めて御礼
申し上げます。� （阪本　浩一）

《令和２年度平塚支部�
� 臨時総会・臨時大会を開催》

　令和２年７月１８日（土）午後３時より、平
塚市勤労会館３階大会議室において、令和２年
度平塚支部臨時総会が会員１１４名中７５名の
出席（内委任状６１名）により開催されまし
た。
　例年、平塚支部総会・大会は５月に開催して
おりますが、今年は新型コロナウイルス感染症
の影響で開催をすることが難しく、５月を中止
して７月に臨時総会・大会という形での開催と
なりました。

　司会の金子智明会員により開会が宣言され、
総会の成立が報告されました。小田支部長の挨
拶後、議長に二宮竹弘会員が選任され、続いて
書記に林昌弘会員、議事録署名人に飯田弘樹会

員、山本真吾会員が任命されました。二宮議長
の議事進行により令和元年度の事業報告（研修
会、福利厚生事業、無料相談会など昨年度活動
の概要報告）、収支決算報告、監査報告、令和
２年度の事業計画案、収支予算案が審議され、
すべて可決承認されました。
　
　休憩をはさみ、令和２年度神奈川行政書士政
治連盟平塚支部臨時大会が会員８２名中６１名
の出席（内委任状４９名）により開催されまし
た。令和元年度事業報告、令和２年度事業計画
案が審議され、原案どおり可決承認されまし
た。

《新型コロナウイルス感染症�
� 　特別市民相談会を実施》

　令和２年５月２６日（火）、６月２日（火）、
６月９日（火）の３日間、平塚市役所本庁舎に
おいて新型コロナウイルス感染症に関連した特
別市民相談会を実施しました。

　感染対策として、ご相談者の方に直接ご来所
いただいての相談ではなく、予約制の電話相談
にて実施しました。
　相談内容は、いずれの日も「持続化給付金」
に関するものが多く、他には、新型コロナウイ
ルスの影響を受けて業績が悪化した会社様が申
し込みできる融資制度等に関するものがほとん
どでした。
　平塚支部として、今後も新型コロナウイルス
感染症に関するご相談は、引き続きお受けした
いと考えておりまして、支部一丸となって、市

平塚支部
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民の皆様のお役に立てるよう取り組んでいく所
存です。

（支部総会について）

　令和２年６月２７日（土）１６時より小田原
市民交流センターＵＭＥＣＯ会議室１，２，３
において定時総会が開催されました。　会員総
数１０９名のうち、出席者８０名（委任状によ
る出席５５名を含む）で行われました。
　今回は，新型コロナウイルスの関係もあり，
議案の詳細説明はなく，事前質問に対する再質
問のみを受け付ける方式で、時間短縮を図る進
行となりました。　議長には井上茂会員が選任
され、令和元年度事業報告並びに決算報告承認
の件、令和２年度事業計画並びに収支予算決定
の件が上程され、議案はすべて承認されました。
　ご参加いただいた会員の皆様、誠にありがと
うございました。

（表敬訪問について）

　令和２年７月１７日（金）９時３０分から

１０時まで、役員４名にて小田原市守屋新市長
を表敬訪問しました。
　当日、境支部長は仕事の都合で残念ながら参
加できませんでした。
　守屋新市長からは、行政書士の皆さんが多く
の行政業務に関わっていることに興味を示され
ていました。

� （広報委員　鈴木　佐）

令和２年度支部役員会および�
� 令和２年度定時支部総会開催について

令和２年度支部役員会
日時：�令和２年４月２３日（木）�

１７時００分〜１７時４０分
場所：ＺＯＯＭ使用によるリモート会議

令和２年度定時支部総会
日時：�令和２年５月９日（土）�

１５時４５分〜１６時３０分
場所：レンブラントホテル海老名

　令和２年４月２３日（木）に令和２年度初回
となる支部役員会を開催いたしました。
　これまでは集合形式で行っていた支部役員会
ですが、この頃はまだ新型コロナウイルス対応
で予断を許さない状況でもあったため、ＺＯＯ
Ｍ使用によるリモート会議形式での開催となり

小田原支部

海老名・座間支部



行政書士 かながわ 2020.9/10 Vol.264

支 部 だ よ り

26

ました。
　この会議では、後日行われる予定の定時総会
に諮る議案書・令和元年度決算および令和２年
度の予算案などの役員承認を行いました。ま
た、その定時総会開催方法に関しても討議が行
われ、
１．�現時点で、出欠回答が６２名中４０名到達

内出席１２名、委任状２７名あり、定足数
も満たしていることから、総会は予定通り
開催する。

２．�ただし、緊急事態宣言が延びて９日に掛
かった場合には、基本的に会員へは出席自
粛を呼びかけ、役員の一部にて開催する。

３．�役員の参加も三役（支部長、副支部長、会
計）を中心とし、自身の健康、家庭環境等
も考慮したうえで、無理のない範囲で出席
可能な役員で開催する。

４．�先に配布している質問書にて質問があった
場合は、事後に総会決議報告と共に文書に
て回答する。

５．�そのために、事前に議案書と「自粛のお願
い」の文書を支部ＭＬにアップする。ＭＬ
非加入者へは郵送する。

　などを決定しました（定時総会開催前の４月
３０日には、高木支部長より、緊急事態宣言下
での総会対応について、支部会員へ発出されま
した）。
　また、総会開催にあたり、議案書発送までに
会計監査を行う必要があるため、件の状況下で
はあるものの、監事２人と調整しながら２８日
までに監査を終えることが課題として残りまし
た。
　初のリモート会議による支部役員会となりま
したが、画像や音声の遅延を気にすることもな
く、カメラやマイク、高速インターネット環境
などが整っており、機密情報を扱うのでなけれ
ば、民間でも十分に活用できる有効なツールで
あることが確認できました。
　５月９日（土）にはレンブラントホテル海老名

にて令和２年度支部定時総会が開催されました。
　当日は所謂３密を
回避するために、通
常なら５０名は優に
入ると思われる会場
を手配し、且つ、参
加人数も極力減らし
た状況での開催とな
りました。

　支部定時総会開催にあたり規定定足数を満た
していることが報告されるとともに、議案とし
て、
（１）�支部令和元年度事業報告・決算報告承認

の件および監査報告
（２）�支部令和２年度事業計画および予算案承

認の件が諮られ、いずれも承認されると
ともに、

（３）�神奈川県行政書士会暴力団排除対策本部
海老名・座間分会令和元年度活動報告そ
の他

（４）�本会理事会報告（下川原孝司理事）
が行われ、異例の対応での支部定時総会でした
が、無事に終えることができました。

　新型コロナウイルスに関わる騒動の終息が見
通せない状況は今後も続いていくことが十分に
考えられる訳であり、それに対応した会則や支
部規則の改正および環境整備が早急に求められ
ると考えさせられた一連の支部活動報告でし
た。� （支部通信員　石黒祐功）



行政書士 かながわ 2020.9/10 Vol.264

政 連 だ よ り

27

政 連 だ よ り 

神奈川行政書士政治連盟

日  時 令和２年６月２９日（月） 

     ～６月３０日（火） 

 

開催方法 書面による議決 

 

新型コロナウイルスの影響により、日本行政書

士政治連盟第４０回定期大会は、例年と異なり書

面議決での開催となりました。 

本連盟から代議員として１１名が参加し、杉本

剛昭副会長が議長に、飯田弘樹幹事長が議事運営

委員会委員に選任され、議事運営にあたりました。 

上程された議案のうち、第１号議案から第６号

議案に対して２４件の質問書が提出され、執行部

からは回答書が示されました。 

代議員全員からの採決表の提出があり、上程さ

れたすべての議案が可決承認されました。 

当連盟といたしましても、日政連幹事長である

加藤幹夫会長の下、日政連とより連携し、行政書 

士制度の充実・発展のため、活動を行ってゆく所

存です。 

＜議案＞ 
 
第１号議案 
令和元年度運動経過報告について 
 
第２号議案 
令和元年度決算報告について 
（監査報告） 
 
第３号議案 
日本行政書士政治連盟規約の一部改正（案）につ
いて 
 
第４号議案 
令和２年度運動方針（案）について 
 
第５号議案 
令和２年度予算（案）について 
 
第６号議案 
役員の選任について 

  

 
（杉本副会長よりコメント） 
去る６月２９、３０日に開催された第４０回定時大会にて議長を務めさせていただきました。今
回は新型コロナ感染症拡大防止の観点から、すべての議案が書面決議という異例な形での開催とな
りました。「例年どおり」が全く通用しないため、議長として改めて規約等を読み直し、緊張して
大会へ臨みましたが、皆様のご協力のおかげで大変スムーズに終えることができました。来年はコ
ロナも終息して、例年どおりの大会ができることを祈るばかりです。 
アフターコロナといわれるこれからの時代は、生活様式の変化を受け、我々行政書士への需要も
変化すると思われます。神政連執行部の一員として、アフターコロナの時代であっても行政書士業
界が停滞することなく、またさらに成長できる可能性を目指し、その役割を果たしていきたいと考
えています。 

 

（飯田幹事長よりコメント）
この度、議事運営委員会委員に委嘱され、前例のない開催方法となった第４０回定期大会の運営に
携わらせていただきました。技術的な問題以外においても、集合しないことの難しさを実感する機会
となりました。

■ 日本行政書士政治連盟 第４０回定期大会報告 ■ 
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神奈川県及び横浜市への令和３年度予算要望ヒアリングは、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、多くの党・会派で、意見交換会の実施を見合わせ、書面での要望となりました。 

 

＜神奈川県に対する予算要望ヒアリング＞ 

 

★公明党 

日 時 令和２年 ７月２８日（火） 

    １５時～１５時４０分 

場 所 神奈川県庁新庁舎８階 第３会議室 

出席者 神奈川行政書士政治連盟より加藤会長、飯田幹事長、山村政策渉外委員長、江端政策渉外

副委員長、松嶋政策渉外委員 事務局より福永職員 

  

公明党神奈川県議団に対する令和３年度予算要望ヒアリングが行われました。まず、渡辺ひとし・

西村くにこ両県議会議員の挨拶の後、加藤会長の挨拶、出席者の自己紹介が行われ、担当者より要

望内容の説明を行いました。 

医療法人が行う手続きに関し、ホームページ上に法令順守の注意喚起文の掲載を要望するもの【下

記要望事項（１）】、罹災証明書発行申請書に行政書士の職氏名・押印欄を設けることを要望するも

の【同（４）】については、今回、新規に要望する事項であったため、議員の方々の関心も高かった

ように思われます。また、かながわ電子入札共同システムの資格審査システムの利用日・利用時間

を拡充する要望【同（２）】については、今年の定期申請にあわせて担当部署に要望を伝えていくと

の発言もありました。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、様々な会合が中止・延期となり、議員の方々と直接お話で

きる機会が少なくなっていたため、今回の予算要望ヒアリングは私たち行政書士の存在をアピール

する貴重な機会となったように思います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 令和３年度 県・市への予算要望ヒアリング実施 ■          

（写真左から）渡辺ひろし公明党神奈川
県本部副代表、西村くにこ公明党神奈川
県本部幹事 

（写真左から）松嶋政策渉外委員、山村政
策渉外委員長、加藤会長、飯田幹事長、江端
政策渉外副委員長 
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☆要望事項 

 

（１）医療法人が行う手続きに関し、書類の作成または申請の代理を行政書士以外の者が行うこと

が行政書士法違反である旨の記載を「手引き」及びホームページ上で一般公開されるＱ＆Ａ

に設ける要望（新規） 

 

法律で定められた資格者でない者が、代理人として書類を作成し、許認可等の申請が行わ

れ、実際にトラブルとなっている例があることから、県民の権利利益を保護し、適正な行政手

続きを確保するため、医療法人が行う手続きに関し、『医療法人設立の手引き』『医療法人運営

の手引き』及びホームページ上において、法令順守の注意喚起文の記載を要望する。 

 

（２）かながわ電子入札共同システムの資格審査システムの利用日・利用時間を拡充する要望（継

続） 

 

ここ数年来、「かながわ電子入札共同システム」の資格申請システムの利用可能時間を拡充

するよう要望してきたが、システムの設計及び技術上の問題や、追加費用の負担の問題で困難

であるとの回答を受けている。一方で、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、オンライ

ンによる申請は、より重要視されているという事実もある。近県（埼玉県・千葉県）の資格申

請システムにおいては、神奈川県よりも利便性が高いこともあり、「e-kanagawa電子申請」と

同様（365 日 24時間）とまではいかなくとも、せめて申請の集中する定期申請の時期だけで

も利用時間を伸長するなどの拡充を要望する。また、システムを更新する際は、行政書士に意

見を述べる機会を設けるようあわせて要望する。 

 

（３）民泊申請の行政手続に関するホームページ案内に行政書士による代理人申請を利用する方法

の記載を設ける要望（継続） 

 

平成３０年６月１５日に施行された住宅宿泊事業法における行政手続について、神奈川県

のホームページにおいても原則として「民泊制度ポータルサイト」から全国共通の「民泊制度

運営システム」を利用することとなっているが、代理申請ができることやその方法のみなら

ず、書式の記載例についての掲載もないことから、行政書士による代理申請が可能である旨の

記載及び届出書第１号様式の記載例を神奈川県のホームページ上の適切な箇所に掲載し、届

出を予定している県民に告知していただくことを要望する。 

 

（４）罹災証明書の書式を県内統一するにあたり、発行申請書に行政書士の職氏名・押印欄を設け

る要望（新規） 

     

    内閣府政策統括官より各都道府県知事宛て「罹災証明書の様式の統一化について」が発出

されており、この文書によると、罹災証明書の統一様式を示すとともに、様式の統一化に向け
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見直しが進むよう、周知をお願いする内容となっている。罹災証明書発行申請書に、行政書士

の職氏名・押印欄を設けることにより、迅速な証明書の交付の実現及び応援業務の円滑化が

図れるものと期待されるため、この度の罹災証明書の様式統一化への周知要請にあわせて、

罹災証明書発行申請書に行政書士の職氏名・押印欄を設けることを要望する。 

 

★自由民主党                    ★日本共産党 

要望書を提出                    要望書を提出                     

 

★かながわ県民・民主フォーラム           ★県政会 

 要望書を提出                    要望書を提出 

 

★立憲民主党・民権クラブ 

要望書を提出 

 

＜横浜市に対する予算要望ヒアリング＞ 

 

★自由民主党             

要望書を提出 

 

★立憲・国民フォーラム 

要望書を提出 

☆要望事項 

 

（１）医療法人が行う手続きに関し、書類の作成または申請の代理を行政書士以外の者が行うこと

が行政書士法違反である旨の記載を「手引き」及びホームページ上で一般公開されるＱ＆Ａ

に設ける要望（新規） 

 

法律で定められた資格者でない者が、代理人として書類を作成し、許認可等の申請が行わ

れ、実際にトラブルとなっている例があることから、市民の権利利益を保護し、適正な行政手

続きを確保するため、医療法人が行う手続きに関し、『医療法人設立の手引き』『医療法人運営

の手引き』及びホームページ上において、法令順守の注意喚起文の記載を要望する。 

 

（２）横浜市役所及び各区役所における、特定行政書士による不服申立てに関する専門相談の実施

及び市民相談室における行政書士相談の実施について（継続） 

 

昨年度に引き続き、行政に対する不服申立て手続きの代理権を持つ「特定行政書士」による

市民向けの不服申立てに関する相談コーナーの設置を要望する。また、新たに横浜市の市民相

談室においても、行政書士による相談コーナーを設置することを要望する。 
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安倍晋三内閣総理大臣 
 

麻生太郎副総理・財務大臣 

（３）民泊申請の行政手続に関するホームページ案内に行政書士による代理人申請を利用する方法

の記載を設ける要望（継続） 

 

平成３０年６月１５日に施行された住宅宿泊事業法における行政手続について、横浜市の

ホームページにおいても原則として「民泊制度ポータルサイト」から全国共通の「民泊制度運

営システム」を利用することとなっているが、代理申請ができることやその方法のみならず、

書式の記載例についての掲載もないことから、行政書士による代理申請が可能である旨の記

載及び届出書第１号様式の記載例を横浜市のホームページ上の適切な箇所に掲載し、届出を

予定している市民に告知していただくことを要望する。 

 

 

 
日 時 令和２年７月１６日（木） 

１８：３０～ 
場 所 ホテルニューオータニ「鶴の間」 

 
志公会と語る夕べがホテルニューオータニに

て開催されました。新型コロナウイルス感染症

対策のため、出席者は全員マスクを着用し、入

場時の検温実施、厚生労働省の接触確認アプリ

「COCOA」を活用するなどの対策がなされて
いました。従来の立食形式に替わり、全員着席

のセミナー形式を取り、会場での握手、名刺交

換等もなしという厳戒態勢での開催となりまし

た。 
 松本純衆議院議員の司会の下、次第に先立ち

新型コロナウイルス感染症及び九州地方等豪雨

災害によりお亡くなりになった方々へ黙とうが

捧げられました。 
志公会を代表し、会長の麻生太郎副総理・財

務大臣より、挨拶がなされました。新型コロナ

ウイルスへの対策について、日本では諸外国と

異なり、強制でない形で感染症と向き合ってお

り、誇るべきものであると述べられました。こ

れからの社会・経済構造にデジタルトランスメ

ーションが必要だと述べ、「立ち止まらずに前

に進むしかない。変化に挑戦する勇気が必

要。」と強調されました。 
安倍晋三内閣総理大臣のお祝いのビデオメッ

セージが披露され、新型コロナウイルス感染症

に対する国民の努力への感謝とこの国難を国民

とともに乗り越えたいとの決意が述べられまし

た。 
来賓として、二階俊博自民党幹事長、自民党

各政策集団を代表し岸田文雄宏池会会長より祝

辞が述べられました。 
甘利明衆議院議員政策検討チーム座長より

「志公会政策提言２０２０」が発表され、デジ

タル化を推進等、様々な政策の提案がなされま

した。当日は、約３０００名が３会場に分かれ

て出席し、とても盛大な会となりました。

 
 
 
 
 
 

■ 「志公会と語る夕べ」へ出席 ■ 

 ■ 
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神奈川行政書士政治連盟のホームページ（http://jinseiren.com/）において、「会員のページ」に活動

報告、規約等の各種情報を掲載しております。ぜひご一読ください。 

・ＩＤ：ｊｉｎｓｅｉｒｅｎ 

・パスワード：事務局までお問い合わせください。

 

  

 リニューアルした日本行政書士政治連盟のホームページ

（http://www.gyoseiren.jp/） 

 も併せてご覧ください。 

 

 

「行政書士かながわ」第 263号（令和 2年 7月 31日発行）28ページの記載に誤りが

ありました。 

誤）増村美英子さん 正）増村美栄子さん 

皆様にはご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。 

 

 

 

 

 

■ 神政連ホームページ「会員のページ」について ■ 
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　成年後見制度がスター
トした２０００年、神奈
川県行政書士会（神奈川
会）は、高齢者等の権利
擁護に、街の法律家とし
ての責任を果たすべく、
ＮＰＯ法人神奈川成年後
見サポートセンター（か
なさぽ）を設立し、今年

で２０年が経過しました。当時は、行政書士が成
年後見制度を支えることに否定的な声も多く、全
国的な広がりが見られない中での船出でした。し
かし、草創期に尽力された先達の並々ならぬ情熱
と努力の甲斐あり、県内自治体はじめ、高齢者・
障がい者支援組織等からご信頼いただき、専門職
団体としての地位を確立し、受任実績を伸ばして
きました。
　１０年遅れで立ち上がった全国他府県支部の多
くが、いまだに受任実績を上げられず、もがき苦
しんでいる状況を目の当たりにし、２０年前の神
奈川会執行部・会員各位の先見性に感謝するとと
もに、あらためて気を引き締めています。すなわ
ち、当支部の比較的恵まれた環境が全国行政書士
のスタンダードではないということです。当支部
は、全国の牽引役として、成年後見制度における
行政書士の有用性を内外に発信する努力を重ねて
いかなければなりません。怠れば、専門職は先行
三士業のみという全国の嵐に巻き込まれ、当支部
も沈没しかねません。
　そこで、制度発足及び当支部創立２０周年を記
念し、記念式典・シンポジウム開催、記念論文募
集、記念誌発行などを企画し、『利用者が望む成
年後見制度・成年後見人への模索』をテーマに定
めました。成年後見制度利用促進基本計画が実行
に移されるなか、成年後見人等に選任された法律
系専門職と利用者との溝がさらに深まっていると

考えたからです。法律系専門職は、とかく財産管
理に偏りがちです。民法８５８条（成年被後見人
の意思の尊重及び身上の配慮）を無視するかのよ
うな対応が横行しています。福祉系専門職との共
同受任を進める動きもありますが、成年後見人等
の本来の姿から逸脱したものと言わざるを得ませ
ん。そもそも意思決定支援の素養もなければ適性
もないのが、悪い意味での「法律家」だと思いま
す。利用の実態をよく知る方々から、そのような
指摘をいただき、改善策を探るのが、今回企画し
たシンポジウムの狙いでした。
　行政書士は、他人の依頼を受けて官公署に提出
する書類その他権利義務又は事実証明に関する書
類を作成することを業としています。まさに、意
思決定支援を日常業務の中で行っているといえま
す。依頼者の話をよく聞き、その意向を引き出
し、確認するところから行政書士業務は始まりま
す。行政書士が成年後見業務に向いている士業と
言われるのは、ここからきているのではないで
しょうか。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、記念
式典及びシンポジウムはやむなく中止しました
が、記念論文募集と記念誌発行は実現しました。
忙しい中、時間を割いて記念論文に応募していた
だいた方々には敬意を表します。論文募集の目的
は、人材発掘にありました。日本成年後見法学会
に加入する会員も少なくない中、論文の一つも発
表しない行政書士は、まったく相手にされず、役
員に抜擢された行政書士は一人もいないという現
状を打破したいのです。
　かなさぽは、諸々の難題を乗り越え、ＮＰＯ法
人を解散し、２０１２年１０月にコスモス合流。
神奈川県支部となりました。ローカル組織から脱
却して、全国で行政書士の評価を高めるためでし
た。あれから８年。その思いは、いまだに実現し
ていません。これからも戦いの日々は続きます。
 （支部長　田後隆二）

かなさぽ 20周年

か な さ ぽ 便 り
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　昨年地区長の任を引き継ぎ、その引き継ぎの中
で令和２年度から相模原市との親族調査委託契約
締結の動きのあることを知りました。契約自体は
市とかなさぽとの間で交わされるため、事務局、
総務委員会の皆様主導で契約・実務調整の話は進
めていただいており、安心してお任せしていた一
方、不安な気持ちもだんだんと大きくなっていま
した。
　そのような時に、前地区長の引き合わせで長年
調査を受託している横浜中地区の髙橋地区長から
地区会員向けの研修会にお招きいただき、研修担
当幹事と一緒に参加し、たいへん参考になり、開
始前の２月には当地区会員向けの研修会の講師を
引き受けていただけることになりました。
　ところが、年末に相模原市において新年度新規
事業は据え置きの方針が示され、本事業の検討も
保留となり、どうなることかと思っていたとこ
ろ、市の担当課長が予算確保に向け動き、３月の
議会で成立となりました。そこから契約内容、運
用方法、書式の整備などを急ピッチで進め、５月
中旬に契約書を交わし、７月中旬までに４件の受
託に至っております。
　相模原市には緑区、中央区、南区の３区があり
ますが、今年度は中央区でのみ１０件までの制約
の中での実施であり、課題検証後、緑区および南
区での実施に拡充予定です。本業務は特に個人情
報の取扱いには細心の注意を払う必要があり、市
の信頼を損なうことのないよう地区会員共々慎重
に対応していきたいと考えております。また、受
託時、納品時には受託会員に私も同行しています
ので、市長申立てご担当とお話をする機会も自然
と増え、今後の候補者推薦においても良い効果が
期待されると思っています。
 （相模原地区長　山口　淳）

　第１０期総会で新しく選任された、かなさぽの
幹事を紹介します。執行部が、どんな活動をして
いるのか、地区会員にはなかなか見えづらいとの
声を受け、突撃インタビューを敢行しました。

◆　◆　◆
蛭川奈美（ひるかわなみ）
研修委員長　横浜西地区
『今期はコロナ感染防止
のため集合型の研修がで
きなくなり、対応変更に
追われました。現時点で
状況の改善が見通せない

ため、今後しばらくはデジタルデバイスを利用し
た研修となります。詳細はかなさぽＨＰに掲載さ
れておりますので、各自しっかりと情報収集をお
願いいたします。』
——研修委員会はコロナの影響を一番被った部
署、ご苦労が大きかったのでは？との問いに、
『寝ると忘れちゃうのであまりクヨクヨしませ
ん』『仕事が好きなので休日は事務所で過ごしま
す。委員会のことは主に土日に対応していまし
た』と、蛭川先生の強さ、明るさ、エネルギーの
溢れる回答が返ってきました。
　また、現在ハマっているのは、「鬼滅の刃」
（集英社の漫画）の「禰豆子ちゃん」とのこと。
意外にもアニメ好きなところに、ますます親近感
がわきました。
　研修委員長から会員のみなさんへお願いです。
　『かなさぽ研修委員会の実施事業について、個
別にお電話等で質問をいただいてもその場で回答
できないことも多く、お互いに時間を取られてし
まいます。お問い合わせはメール等をご利用いた
だき、また議案書やＨＰをよく読んで、できるだ
けご自身で解決するなどのご協力をお願いいたし
ます。』とのことです。

相模原市の親族調査始まりました 執行部紹介



行政書士 かながわ 2020.9/10 Vol.264

会 員 の ひ ろ ば

35

神奈川建行協だより

　この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に、心よりお見舞い申し上げます。また、感
染拡大の防止にご尽力されている医療関係者の皆さまに、心から感謝申し上げます。
　このコロナ禍が一日も早く収まることを祈念するとともに、神奈川建行協会員の皆さまとも元気に
お会いできる日を心待ちにしています。
� 神奈川建行協　　代表　小関　典明
■建設業法改正など
　本年は建設業法の大幅な改正および施行があります。建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）に
ついても、建退共や社会保険加入の確認のため大いに活用する旨が国土交通省から出ており、本会で
も今後の情報に注目しております。

【令和２年　４月改正】
　提出資料の変更（国家資格者等・監理技術者一覧表、営業所資料）ほか
【令和２年１０月改正】
　許可要件の変更（経営業務の管理責任者の要件緩和、社会保険加入義務）ほか

　本年１１月５日（木）に開催予定の秋の公開研修会では、改正建設業法を詳しく解説する講義を予
定しております。開催方法・詳細が決定し次第お知らせさせて頂きますので、皆様ふるってご参加く
ださい。

■�令和２年度第１回定期研修の映像配信について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、当会
では定期研修の対面開催を断念し、第１回定期研修については
ビデオ収録のうえ、ＹｏｕＴｕｂｅを活用した会員限定の動画
配信を行うことにしました。今後も会員からの意見を聞きなが
ら、ｚｏｏｍの活用など、開催方法を検討してゆきます。

＜神奈川建行協とは？＞
　私たちは『建設業関連業務』を中心に活動する、神奈川県行政書士会に所属する行政書士の任意団
体です。定期研修会を偶数月に行うほか、会員外の方にもご参加頂ける公開研修会を年二回（春・秋）、
基調講演（夏の特別研修会）などを行っております。建設業者の皆様の業績向上に寄与するため、入
札その他までアドバイスできるプロフェッショナル集団となるべく、会員一同日々励んでおります。

お問い合わせは事務局まで↓↓
《神奈川建行協事務局》

〒２３１−００１４　横浜市中区常盤町３−２７−３−３０２　行政書士こばやし法務事務所内
mail�:�kanaken_contact@googlegroups.com（須田記）

秋の花と横浜線（望月会員提供）

★神奈川建行協Facebookページ
Facebook内で「神奈川建行協」と
検索するか、こちらから→
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「てるてる塾」
新型コロナウイルス、感染者の増加に伴う、てるてる
塾研修会、再開について

　てるてる塾では、新型コロナウイルス感染者の増加
を踏まえ、再開の時期・開催方法（ｚｏｏｍ等の利用
も含め）を、慎重に検討しています。
　再開は、早くても１０月以降になる見込みですが、
詳細が決まりましたら、てるてる塾ホームページ等で
お知らせいたしますので、よろしくお願いいたしま
す。

連絡先：�てるてる塾事務局　行政書士　小川恵一�
横浜市南区弘明寺町字前田１８５−１８�
ＴＥＬ：０４５（７１３）９２３７�
ＦＡＸ：０４５（３０６）５７７６�
ホームページ：https://teruterujyuku.com/

「交通事故実務研究会第２１１〜２１４回研修会」

「交通事故実務研究会第２１１回研修会」
１．日　時　�２０２０年１０月３日（土）�

１４：３０〜１７：００
２．会　場　神奈川県行政書士会大会議室
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題
４．講　師　行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか
５．資料代　１，０００円
６．申込先　�ホームページ　http://www.ryu2net.

com/jikoken/　をご覧になり、メールで
お申し込みください。

７．その他　�終了後、懇親会を予定�
（会費３，０００円程度、参加自由）

「交通事故実務研究会第２１２回研修会」�
（中止の可能性あり）
１．日　時　�２０２０年１１月１４日（土）�

１３：００〜１５日（日）１１：００
２．会　場　ニューウェルシティ湯河原
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題（未定）
４．講　師　�行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか

（未定）
５．参加費　�１９，０００円（１泊２食宿泊費・懇親

会費含む）（予定）
６．申込先　�ホームページ　http://www.ryu2net.

com/jikoken/　をご覧になり、ＦＡＸで
お申し込みください。

７．その他　�研修のみの参加は、メールでご相談くだ
さい。

「交通事故実務研究会第２１３回研修会」
１．日　時　�２０２０年１２月１２日（土）�

１４：３０〜１７：００（予定）
２．会　場　神奈川県行政書士会大会議室
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題
４．講　師　行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか
５．資料代　１，０００円
６．申込先　�ホームページ　http://www.ryu2net.

com/jikoken/　をご覧になり、メールで
お申し込みください。

７．その他　�終了後、懇親会を予定�
（会費３，０００円程度、参加自由）

「交通事故実務研究会第２１４回研修会」
１．日　時　�２０２１年１月９日（土）�

１４：３０〜１７：００（予定）
２．会　場　神奈川県行政書士会大会議室
３．科　目　交通事故業務に関する諸問題
４．講　師　行政書士　田後隆二（神奈川会）ほか
５．資料代　１，０００円
６．申込先　�ホームページ　http://www.ryu2net.

com/jikoken/　をご覧になり、メールで
お申し込みください。

７．その他　�終了後、懇親会を予定�
（会費３，０００円程度、参加自由）

● 任意団体勉強会のごあんない●

〜お願い〜
＊研修会の「科目」についてはタイトルのみの掲載となっています。

字数は、一研修会につき、２００字以内で、超過しないようお願いいたします。
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「行政法学習会」
「第５６回行政法学習会」
１．日　　時　２０２０年９月３０日（水）１８:００〜２０：００
２．会　　場　かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）４階　第４会議室
　　　　　　☆　密を防ぐために、大きめのお教室タイプの会議室にしました。
３．科　　目　『基礎から学ぶ行政法』
４．使用教材　①『行政法』第5版�櫻井・橋本共著�弘文堂　
　　　　　　　②『行政判例百選Ⅰ』第７版
　　　　　　　③　レジュメ（当日配布）
５．講　　師　特定行政書士　志水晋介（東京会）
６．受�講�料　２，０００円
７．申�込�先　行政書士長谷川幸子事務所　メールhasegawa@shj.jp
８．食�事�会　未定

「第５７回行政法学習会」
１．日　　時　２０２０年１０月２８日（水）１８:００〜２０：００
２．会　　場　かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）４階　第４会議室
　　　　　　☆　密を防ぐために、大きめのお教室タイプの会議室にしました。
３．科　　目　『基礎から学ぶ行政法』
４．使用教材　①『行政法』第5版�櫻井・橋本共著�弘文堂　
　　　　　　　②『行政判例百選Ⅰ』第７版
　　　　　　　③　レジュメ（当日配布）
５．講　　師　特定行政書士　志水晋介（東京会）
６．受�講�料　２，０００円
７．申�込�先　行政書士長谷川幸子事務所　メールhasegawa@shj.jp
８．食�事�会　未定

「第５８回行政法学習会」
１．日　　時　２０２０年１１月２５日（水）１８:００〜２０：００
２．会　　場　かながわ労働プラザ（Ｌプラザ）４階　第４会議室
　　　　　　☆　密を防ぐために、大きめのお教室タイプの会議室にしました。
３．科　　目　『基礎から学ぶ行政法』
４．使用教材　①『行政法』第5版�櫻井・橋本共著�弘文堂　
　　　　　　　②『行政判例百選Ⅰ』第７版
　　　　　　　③　レジュメ（当日配布）
５．講　　師　特定行政書士　志水晋介（東京会）
６．受�講�料　２，０００円
７．申�込�先　行政書士長谷川幸子事務所　メールhasegawa@shj.jp
８．食�事�会　未定
尚、講師の都合により、内容、日程が変更になる場合があります。

● 任意団体勉強会のごあんない●

〜お願い〜
＊研修会の「科目」についてはタイトルのみの掲載となっています。

字数は、一研修会につき、２００字以内で、超過しないようお願いいたします。
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藤澤　圭祐さん
① 令和2年4月2日
② 湘南藤沢行政書士事務所
③ 茅ヶ崎市南湖2丁目11番31号
　 ベルピア茅ヶ崎16-103号
④ 050-5360-3505
⑥ 47fujisawa@gmail.com
⑦ 28才
⑧ AB型おうし座
⑨ http://www.kana47fuji.ysrv.jp（現在準備中）
⑩ 藤沢のSFCで勉強しています。
⑪ 社労士と組み合わせた業務（社労士は勉強中）
⑫ チョコレート
⑬ 海辺から朝陽を見ること
⑭ なんでも全力でがんばります。

ふ じ さ わ 　 　 け い す け

大原　義勝さん
① 令和2年5月15日
② 行政書士立暘国際法務事務所
③ 相模原市南区東林間8丁目7番34号
⑥ ohara@liyan-legal.com
⑦ 57才
⑨ http://www.liyan-legal.com
⑪ 国際、企業法務、企業商務

お お は ら 　 　 よ し か つ

古賀　照基さん
① 令和2年6月1日
② 行政書士古賀事務所
③ 横浜市緑区森の台5-8
    ルアージュ森の台304
④ 090-9597-7297

 こ   が 　 　  て る き

小竹　勝さん
② 朝日行政書士法人
③ 横浜市中区住吉町二丁目27番地

お だ け 　 ま さ る

水谷　優さん
② 朝日行政書士法人
③ 横浜市中区住吉町二丁目27番地

み ず た に 　 ま さ る

木村　知子さん
① 令和2年6月15日
② ともプラザ行政書士事務所
③ 横浜市青葉区美しが丘5-8-13
④ 080-3576-3939
⑥ tomoplaza.gyosei@gmail.com
⑭ 青葉区に住んで4年目になります。
　 よろしく願い致します。

き む ら 　 と も こ
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鈴木　淳郎さん
① 令和2年6月15日
② あつろう行政書士事務所
③ 鎌倉市城廻105-9
④ 0467-37-3108
⑤ 050-3451-5081
⑥ info@atsuro-fuei.com
⑦ 45才
⑧ B型みずがめ座
⑨ http://www.atsuro-fuei.com

す ず き 　 あ つ ろ う

阿部　俊雄さん
① 令和2年6月15日
② 阿部俊雄行政書士事務所
③ 藤沢市本藤沢3丁目16番6号
④ 0466-81-8578
⑤ 0466-81-8578
⑥ Panse21108@gmail.com
⑧ A型
⑨ https://tosiblogs.com
⑪ 事業支援、相続
⑫ ワイン
⑬ 散歩
⑭ コロナに負けない強い会社を

 あ   べ 　 と し お

大内　真帆さん
① 令和2年6月15日
② おおうち行政書士事務所
③ 相模原市中央区鹿沼台2-9-20
    プラウドシティ淵野辺411号
④ 042-812-3063
⑤ 042-812-3063
⑥ ohuchi.gyouseishoshi@gmail.com

お お う ち    　 ま  ほ

全　龍一さん
① 令和2年6月15日
② ＺＥＮ行政書士事務所
③ 座間市四ツ谷字宮ノ前763-1
④ 042-850-9797
⑥ auau4268@gmail.com
⑦ 44才
⑧ B型
⑨ http://www.zen-visa.com
⑪ 在留資格、相続

ちょん　 よ ん い る

石井　雅人さん
① 令和2年7月1日

い し い 　 ま さ と

常見　治彦さん
※ご本人の希望により、情報の掲載はございません。

つ ね み 　 は る ひ こ

入内島　浩さん
① 令和2年7月1日
② 行政書士入内島事務所
⑥ 99vy9qp9k@docomonet.jp
⑦ 59才
⑧ O型うお座
⑪ 入管（外国人）関係業務
⑭ 何事にも誠実に対応したいです

い り う ち じ ま 　  ひ ろ し

遠藤　博さん
① 令和2年7月1日
② 行政書士遠藤博事務所
③ 横浜市保土ケ谷区岩井町299番地
④ 090-4735-0421
⑦ 60才
⑧ O型てんびん座

え ん ど う 　  ひ ろ し
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岩本　善則さん
① 令和2年7月1日
② 岩本行政書士事務所
③ 逗子市沼間1丁目23番7号
④ 046-895-7530
⑥ yiwamoto.capls@gmail.com
⑦ 52才
⑧ AB型てんびん座
⑭ よろしくお願いいたします。

い わ も と 　   よ し の り

多田　香奈枝さん
① 令和2年7月1日
② あすの行政書士事務所
③ 横須賀市森崎3丁目6番24号
④ 046-895-6817
⑪ 遺言書作成、相続手続き

 た   だ 　 か な え

竹内　喜久さん
① 令和2年7月1日
② 竹内喜久行政書士事務所
③ 藤沢市亀井野400番地の8
④ 090-9743-5899
⑤ 0466-80-1449
⑥ yoshihisatakeuchi@ezweb.ne.jp

た け う ち 　   よ し ひ さ

稲澤　京子さん
① 令和2年7月1日
② 稲澤行政書士事務所
③ 藤沢市片瀬海岸3丁目21番1号
　 江ノ島シーサイドマンション206
④ 0466-51-3496
⑤ 0466-51-3496
⑥ inazawa@gyo-sei.net
⑦ 51才
⑧ A型いて座
⑬ 旅行

い な ざ わ 　   き ょ う こ

保立　章宏さん
① 令和2年7月1日
② エイプ法務行政書士事務所
③ 茅ヶ崎市南湖6丁目6番31号
⑥ hotate@hxp.tokyo

ほ た て 　 あ き ひ ろ

冨塚　淳さん
① 令和2年7月1日
② とみづか行政書士事務所
③ 伊勢原市沼目5丁目5番19号

と み づ か  　 あ つ し

高橋　良規さん
① 令和2年7月15日
② 行政書士高橋良規事務所
③ 川崎市麻生区白鳥3丁目9番3-5号
④ 044-281-8118
⑤ 044-281-8303
⑥ tgyousei-22@ja3.so-net.ne.jp
⑦ 73才
⑭ 高齢者に寄り添う行政書士をめざしたい。

た か は し 　   よ し の り  

布施　昌志さん
① 令和2年7月15日
② 布施昌志行政書士事務所
③ 川崎市中原区小杉町3丁目26番地
　 安藤ビル201
④ 080-1076-0902

 ふ   せ 　 ま さ し
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長橋　由理さん
① 令和2年7月15日
② 長橋行政書士事務所
③ 横浜市港北区仲手原一丁目18番46号
⑥ yuri.nagahashi@gmail.com

な が は し    　 ゆ   り

中山　泰京さん
① 令和2年7月15日
② 中山行政書士事務所
④ 090-1775-3452

な か や ま   　 た い け い

西島　朝子さん
① 令和2年7月15日
② 西島朝子行政書士事務所
③ 横浜市港北区樽町三丁目2番21
　 パークシティ綱島A1102
④ 080-3550-3489
⑥ asako.nishijima@gmail.com
⑪ 非営利団体・法人設立、業務支援
⑬ コンサートに行くこと

に し じ ま 　   あ さ こ

安西　清貴さん
② 安西清貴行政書士事務所
③ 横浜市西区浜松町11番32号
　 加瀬ビル160　4階
④ 045-252-5308
⑤ 045-252-9103

あ ん ざ い   　 き よ た か

猟場　裕二さん
① 令和2年7月15日
② 行政書士 Realize legal
③ 横浜市中区蓬莱町2-6-5
　 アルテビル405号室
④ 045-341-3583
⑤ 045-341-3584
⑦ 46才
⑧ B型
⑨ 作成中
⑩ 司法書士
⑪ 相続
⑫ スパークリングワイン
⑬ 勉強、マラソン
⑭ 日々勉強

り ょ う ば 　   ゆ う じ

福重　健志さん
※ご本人の希望により、情報の掲載はございません。

ふ く し げ 　   け ん し

髙橋　健太郎さん
① 令和2年7月15日
② 髙橋健太郎行政書士事務所
③ 藤沢市藤沢976番地2
　 秀明ビル404号室
④ 0466-26-1212

た か は し 　   け ん た ろ う

高見　光輝さん
① 令和2年7月15日
② 行政書士高見光輝事務所
③ 相模原市南区相武台1丁目11番3号
④ 046-244-6039
⑥ koki522@gmail.com
⑦ 37才
⑧ B型ふたご座
⑨ https://office-takami.com/
⑩ 結婚相談所・婚活コンサル
⑪ 結婚、離婚、相続、終活
⑫ 刺身、すし、ビール、スパークリングワイン（シャンパーニュ）
⑬ 温泉
⑭ 何卒宜しくお願い申し上げます。

た か み 　 こ う き
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廣谷　知大さん
① 令和2年7月15日
② ひろや行政書士事務所
③ 相模原市中央区淵野辺4丁目28番22号
④ 042-812-8028
⑤ 042-813-4876
⑥ hiroya.t@jcom.zaq.ne.jp

ひ ろ や 　 と も ひ ろ

小田　隆さん
① 令和2年7月15日
② 行政書士小田隆事務所
③ 南足柄市塚原4919番地7
④ 0465-43-7583
⑤ 0465-43-7583
⑥ info@oda-gyousei.com
⑨ https://www.oda-gyousei.com
⑩ お庭・生活の相談あおいガーデン
　 https://www.aoi-garden.com
⑪ 会社設立、NPO法人設立
⑬ 庭木の剪定
⑭ 誠実

 お   だ 　 た か し
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（令和２年７月３１日現在）

会 員 の 動 き

１　会員数�３０５７名

２　異動状況
令和２年６月１日から２年７月３１日まで
　（１）入会　　　　　　３３名
　　　　　　　　　男　２７名
　　　　　　　　　女　　６名
　（２）退会　　　　　　１２名
　　　　　　　　　男　　9名
　　　　　　　　　女　　３名

３　退会者
令和２年５月３１日から２年７月３０日まで
川崎北	 支部	 袴田　忠夫	 （R2.6.9）
川崎北	 支部	 松野　有修	 （R2.6.30）
川崎北	 支部	 金　枝炫	 （R2.7.9）
横浜中央	 支部	 橋本　海	 （R2.6.4）
南・港南	 支部	 高橋　武臣	 （R2.6.17）
南・港南	 支部	 三木　香林	 （R2.6.25）
南・港南	 支部	 大塚　隆	 （R2.7.7）
南・港南	 支部	 三橋　文夫	 （R2.7.30）
湘南	 支部	 芳谷　大介	 （R2.4.3）

単位会移動
緑	 支部	 大貫　篤志	 （R2.6.30）
戸塚	 支部	 芝田　由紀	 （R2.6.30）

訃報
秦野・伊勢原	 支部	 塚原　秀久	 （R2.5.13）

４　入会者
（１）令和２年６月１日入会
緑	 支部	 古賀　照基
横浜中央	 支部	 小竹　勝
横浜中央	 支部	 水谷　優

（２）令和２年６月１５日入会
川崎南	 支部	 河西　英雄
緑	 支部	 木村　知子
鎌倉	 支部	 鈴木　淳郎
湘南	 支部	 阿部　俊雄
相模原	 支部	 大内　真帆
海老名・座間	 支部	 全　龍一

（３）令和２年７月１日入会
川崎北	 支部	 石井　雅人
緑	 支部	 常見　治彦
横浜中央	 支部	 入内島　浩
横浜中央	 支部	 遠藤　博
鎌倉	 支部	 劉　海龍
鎌倉	 支部	 岩本　善則
横須賀・三浦	 支部	 多田　香奈枝
湘南	 支部	 竹内　喜久
湘南	 支部	 稲澤　京子
湘南	 支部	 保立　章宏
秦野・伊勢原	 支部	 冨塚　淳

（４）令和２年７月１５日入会
川崎北	 支部	 高橋　良規
川崎北	 支部	 布施　昌志
鶴見・神港	 支部	 長橋　由理
鶴見・神港	 支部	 於保　貴之
鶴見・神港	 支部	 中山　泰京
鶴見・神港	 支部	 西島　朝子
横浜中央	 支部	 安西　清貴
横浜中央	 支部	 猟場　裕二
横須賀・三浦	 支部	 福重　健志
湘南	 支部	 髙橋　健太郎
相模原	 支部	 高見　光輝
相模原	 支部	 廣谷　知大
小田原	 支部	 小田　隆
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事 務 局 日 誌
令和２年６月
日 曜 行　　　　　　　事
1 月

2 火 綱紀委員会

3 水

4 木

5 金 正副会長会・部長会

6 土

7 日

8 月 国際部会

9 火 苦情処理委員会、企画部会

10 水 申請取次委員会

11 木 民事法務部会

12 金 相談部会、ＡＤＲ運営委員会

13 土

14 日

15 月

16 火 苦情処理委員会

17 水 登録証交付式、総務部主催研修会

18 木 日行連定時総会

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火 研修部会

24 水 正副会長会、理事会、経理部会

25 木

26 金 登録証交付式、総務部主催研修会

27 土

28 日

29 月 登録証交付式、総務部主催研修会、
総務部会、広報部会

30 火

令和２年７月
日 曜 行　　　　　　　事
1 水 支部長会（大）

2 木 建設環境部会

3 金 広報部校正作業

4 土

5 日

6 月 正副会長会・部長会

7 火 広報部校正作業、申請取次委員会

8 水 綱紀委員会

9 木 広報部校正作業

10 金

11 土

12 日

13 月 企画部会

14 火 相談部会、国際部会

15 水 法規監察部会

16 木 広報部会

17 金 研修部会

18 土

19 日

20 月 特定行政書士法定研修、ＡＤＲ実務小委員会

21 火

22 水 正副会長会・理事会、経理部会

23 木 海の日

24 金 スポーツの日

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水 登録証交付式、総務部主催研修会、
総務部会、広報部会

30 木 建設環境部会、民事法務部会

31 金
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　長い梅雨にうんざりしていたら、瞬く

間に猛暑・・・気温の変化に体力が追いつ

かず仕事が溜まって焦るも、ついついビ

ールに手がでる毎日です。今年は２年に

一度の定期入札があり、行政書士の繁忙

期？を迎える会員の方も多いと思いますが、健康に留意

して頑張りましょう。 （三輪）

　梅雨が明けて【特別な夏】が来たと思ったら、もう秋

の声。例年以上に季節の移り変わりを早く感じます。秋

といえばさつまいも。少し前の焼き芋ブームに乗り遅れ

てしまったので、遅ればせながら今年はおうち焼き芋に

凝ってみたい！ホクホク系、しっとり系、品種もいろい

ろ…いまの密かな楽しみです！ （星野）

　マスクが欠かせない夏がくるとは、去年の今頃は全く

考えていませんでした。猛暑で体もついていかずなんと

なくステイホームしておりました。今年はコロナの影響

で行政書士フェスタも中止となり残念ですが、これを機

会に１０月の広報月間を今までとは違った角度から考え

られたらなと思いました。 （庄司）

　遅い梅雨明けから一気に夏らしさを感じていますが、

今年はやはりいつもの夏とは違います。夏の風物詩であ

ったり、当たり前の日常であったり、我々の生活を一変

させた新型コロナ。少しずつ日常を取り戻しつつありま

すが、色々な教訓を残してくれるのだと思います。

インフルエンザやノロウィルスなどへの意識が、これま

で以上に高まる下半期になりそうです。　　　　（齋藤）

　今年の夏は予定されていたイベントなどが相次いで中

止となり、またお盆休みには帰省や旅行を見合わせた方

も多かったのではないでしょうか。夏の風物詩である高

校野球の中止は、この大会を目指して日々研鑚してきた

事を発散できない虚無、球児に取っては非常に酷であり

ましたが、これまでの経験が宝であり自身を形成する誇

りは一生物であると、我々の胸にも刻まれます。　（森）

　何もかもいつも通りとはいかない昨今。毎年１０月に

開催しておりました「行政書士フェスタ」も今年は残念

ながらお休みということになってしまいました。来年は

……と言うより、一日も早く、「いつも通り」が出来る

世の中に戻って欲しいですね。 （那住）

尚、「支部だより」に関しては、各支部1ページ以内（写真も含む）のご投稿でお願い致します。


